
 墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の 

一部を改正する条例を公布する。 

  平成２４年３月２９日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇   
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   墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関 

   する条例の一部を改正する条例 

 墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

（平成１４年墨田区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項第２号中「第５条第１３項」を「第５条第１２項」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 


